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告   示 

◎新潟県告示第73号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定による指定障害福祉サービス事業者を次のとお

り指定した。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

同行援護 社会福祉法人糸魚川市

社会福祉協議会 介護

センターにじ 

糸魚川市押上２－９－65 社会福祉法人糸魚川市社

会福祉協議会 

平成25年

１月１日 

居宅介護 ニチイケアセンター村松 五泉市村松甲2958番地

３ 

株式会社ニチイ学館 平成25年

１月１日 

重度訪問介護 ニチイケアセンター村松 五泉市村松甲2958番地

３ 

株式会社ニチイ学館 平成25年

１月１日 

同行援護 ニチイケアセンター村松 五泉市村松甲2958番地

３ 

株式会社ニチイ学館 平成25年

１月１日 

居宅介護 介護すずらん 燕市佐渡5120番地 介護合同会社 平成25年

１月１日 

重度訪問介護 介護すずらん 燕市佐渡5120番地 介護合同会社 平成25年

１月１日 

行動援護 介護すずらん 燕市佐渡5120番地 介護合同会社 平成25年

１月１日 

同行援護 介護すずらん 燕市佐渡5120番地 介護合同会社 平成25年

１月１日 

共同生活介護 ホームオオルリ 妙高市大字長森1384番

１ 

社会福祉法人上越福祉会 平成25年

１月１日 

共同生活援助 ホームオオルリ 妙高市大字長森1384番

１ 

社会福祉法人上越福祉会 平成25年

１月１日 

短期入所 ホームオオルリ 妙高市大字長森1384番

１ 

社会福祉法人上越福祉会 平成25年

１月１日 

◎新潟県告示第74号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により指定障害福祉サービス事業者から次のと

おり事業の廃止の届出があった。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

指定障害福祉

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

廃止 

年月日 

同行援護 社会福祉法人糸魚川市社会福

祉協議会 介護センターにじ 

糸魚川市押上２－９－65 社会福祉法人糸魚川

市社会福祉協議会 

平成24年

12月31日 

 

◎新潟県告示第75号 

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の規定による指定一般相談支援事業者を次のとお

り指定した。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

サービスの 

種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

地域移行支援 相談支援事業浦田の里 村上市岩船231－１ 社会福祉法人村上岩船

福祉会 

平成25年

１月１日 

地域定着支援 相談支援事業浦田の里 村上市岩船231－１ 社会福祉法人村上岩船

福祉会 

平成25年

１月１日 

地域移行支援 障害児（者）相談支援セ

ンターかなや 

上越市大字下馬場576番地78 社会福祉法人上越福祉

会 

平成25年

１月１日 

地域定着支援 障害児（者）相談支援セ

ンターかなや 

上越市大字下馬場576番地78 社会福祉法人上越福祉

会 

平成25年

１月１日 
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地域移行支援 相談支援センター みな

みうおぬま 

南魚沼市坂戸399番地１ 南

魚沼市ふれ愛支援センター内 

社会福祉法人南魚沼福

祉会 

平成25年

１月１日 

地域定着支援 相談支援センター みな

みうおぬま 

南魚沼市坂戸399番地１ 南

魚沼市ふれ愛支援センター内 

社会福祉法人南魚沼福

祉会 

平成25年

１月１日 

 

◎新潟県告示第76号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第84条において準用する第18条第16項の規定により、新発田市の加治川沿

岸土地改良区連合から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。 

平成25年１月25日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 就 任 

  理事 新発田市茗荷谷 661 番地  大沼 淳 

  就任年月日 平成 24 年 11 月 29 日 

 

◎新潟県告示第77号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第68条第４項において準用する同法第18条第16項の規定により、清算法人

小木町土地改良区から次のとおり清算人が退任した旨の届出があった。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 退 任 

  佐渡市小木町 1940－39   中川 忠夫 

   〃 小比叡 35      本間  悟 

   〃 小木木野浦 110－１  佐々木 敏 

   〃 小木大浦 295     金子 治久 

   〃 木流５        菊地 貞次 

   〃 井坪 120       笠井  豊 

   〃 小木 119       鈴木 進一 

   〃 琴浦 236       石塚  勲 

   〃 宿根木 398      佐藤  正 

   〃 江積 30       石塚 秀一 

   〃 江積 20       佐藤 俊明 

  退任年月日 平成24年12月４日 

 

◎新潟県告示第78号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２第１項の規定により、

県営区画整理（ほ場整備「担い手育成型」）事業三和南部地区に係る換地計画において、次の従前の土地は非農用

地区域内に換地を定める土地として指定した。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

従前の土地の表示 

市町村 大字 字 地番 地 目 地積㎡ 

上越市三和区 田 御幸 370－２ 雑種地 80 

同 同 同 374 田 518 

 

◎新潟県告示第79号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により県営農業用用排水施設整備・農業用道路整

備・区画整理・農用地改良保全（中山間地域総合整備）事業に係る換地計画を定めたので、平成25年１月28日か

ら平成25年２月25日まで関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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事業主体名 地区名  縦覧の書類  縦覧の場所 

新潟県 津南（太田新田） 換地計画書の写し 津南町役場 

１ この換地計画について異議があるときは、この換地計画書の写しの縦覧期間満了の日の翌日から起算して15

日以内に、知事に異議申立てをすることができる。 

２ この換地計画について不服があったとしても、この換地計画についての取消しの訴えを提起することができ

ない。取消しの訴えを提起することができるのは、この換地計画についての異議申立てに対する決定に対して

のみである。 

 

◎新潟県告示第80号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測量

を実施する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（復旧測量） 

２ 作業期間 平成25年１月18日から平成25年３月31日まで 

３ 作業地域 新潟市西区 

 

◎新潟県告示第81号 

土地収用法（昭和26年法律第219号。以下「法」という｡)第20条の規定により、次のとおり事業の認定をした。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 起業者の名称 

  新発田市 

２ 事業の種類 

  新発田市新庁舎建設事業 

３ 起業地 

(1) 収用の部分 

   新発田市中央町３丁目及び４丁目地内 

(2) 使用の部分 

   なし 

４ 事業の認定をした理由 

(1) 法第20条第１号の要件への適合性 

   新発田市新庁舎建設事業（以下「本件事業」という｡)は、法第３条第31号に該当し、法第20条第１号の要

件を充足すると判断される。 

(2) 法第20条第２号の要件への適合性 

   起業者は、本件事業に必要な予算について本年度予算計上し、来年度以降も予算計上することを確約して

いることから、法第20条第２号の要件を充足すると判断される。 

  (3) 法第20条第３号の要件への適合性 

    ア 得られる公共の利益 

    新発田市の本庁舎は、市町村合併に伴い増加した来庁者及び職員の待合室や執務室等のスペース不足の

ほか、建設後 46年が経過し、また、現在の耐震基準を満たしていないことによる、老朽化と耐震性の問題

を常に抱えている。建物の老朽化による部分補修や漏水補修などの工事が繰り返し行われ、行政文書等の

一部損傷のほか、通行の妨げや設備機器の一時停止などが発生しており、来庁者への不便と業務効率の低

下を招き、円滑な行政運営に支障を来しているとともに、現状のままでは大規模な地震の発生時に建物の

崩壊や損壊が想定されることから、耐震性の見直しが急がれている。加えて、今後の地震の発生に備えた

耐震性能の確保、通信機器や電子情報の保持、物資や資機材等の備蓄など、災害時の防災拠点としての機

能を整備することが必要であり、これらのことから新庁舎の建設が急務となっている。     

    本件事業の実施により、市民への行政サービスと来庁者の利便性を向上させ、耐震性と防災拠点機能を

兼ね備えた市庁舎として、公共性を十分に発揮できるものと考えられる。 

    本件事業により得られる利益のマイナス要因として、本起業地が市街地の中心を通る主要地方道と国道
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290 号線の結節点であることから、隣接道路の渋滞を招く可能性が考えられるが、バイパスの当該国道ま

での延伸や環状線の整備などによる交通量の減少が見込まれること及び新発田市では関係機関とも協議し、

交通規制や駐車場への誘導など万全の対策を講じることとしていることから、影響を最小限に留めること

ができるものと考えられる。 

    したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は大きいものと認められる。 

  イ 失われる利益 

    本件事業地内は、希少動物の生息や文化財埋蔵の可能性はないことを新発田市で確認している。 

    したがって、本件事業の施行により失われる利益はないものと認められる。 

    ウ 事業計画の合理性 

    本件事業に係る起業地については、自然的、社会的及び経済的条件により３箇所を選定し比較検討した

結果、公共施設や金融機関が近くにあり、交通アクセスが最良で事業費も最少なことから、本件起業地が

最適地であり最も合理的であると認められる。 

    以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益を比較衡量すると、得られ 

   る公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。 

    したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるので、法第 20条第 

   ３号の要件を充足すると判断される。 

(4) 法第20条第４号の要件への適合性 

  ア 事業を早期に施行する必要性 

    本件事業は、(3)アで述べたように、老朽化により来庁者への不便や業務効率の低下など円滑な行政運営

に支障を来していることから事業の早急な実施が求められている。 

    以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。 

  イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 

    本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な最小限の範囲であると認められる。 

    また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用 

   又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。 

    したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第 20条第４号の要 

   件を充足すると判断される。 

(5) 結論 

   以上のとおり、本件事業は、法第 20条各号の要件をすべて充足すると判断される。 

   よって、法第 20条の規定により、事業の認定をするものである。 

５ 法第26条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 

  新発田市役所新庁舎建設室  

 

◎新潟県告示第82号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 一般国道 

２ 路 線 名 252号 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

魚沼市明神字居平 1021番１から 

 

同市明神字居平1013番１まで 

 

新 

 

12.8～17.8メートル 

 

53.2メートル 

 

旧 

 

12.8～17.8メートル 

 

53.2メートル 
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◎新潟県告示第83号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 三ツ又小出線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

魚沼市新保字風下 167番２から 

 

同市新保字シマダ320番３まで 

 

新 

 

12.8～23.9メートル 

 

147.7メートル 

 

旧 

 

10.2～14.0メートル 

 

147.7メートル 

 

◎新潟県告示第84号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県魚沼地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   三ツ又小出線 

２ 供用開始の区間 

  魚沼市新保字風下167番２から同市新保字シマダ320番３まで 

３ 供用開始の期日  平成25年１月25日 

 

◎新潟県告示第85号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県柏崎地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 柏崎越路線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

柏崎市大字東長鳥字菅沼乙2235番１から 

 

同市大字東長鳥字菅沼乙2239番まで 

 

新 

 

11.7～19.2メートル 

 

37.0メートル 

 

旧 

 

10.5～19.0メートル 

 

37.0メートル 

備考 全区間県道東長鳥五十土線と重用 

 

 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 東長鳥五十土線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 
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柏崎市大字東長鳥字菅沼乙2235番１から 

 

同市大字東長鳥字菅沼乙2239番まで 

 

新 

 

11.7～19.2メートル 

 

37.0メートル 

 

旧 

 

10.5～19.0メートル 

 

37.0メートル 

備考 全区間県道柏崎越路線と重用 

 

◎新潟県告示第86号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県柏崎地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   柏崎越路線 

２ 供用開始の区間 

  柏崎市大字東長鳥字菅沼乙2235番１から同市大字東長鳥字菅沼乙2239番まで 

３ 供用開始の期日  平成25年１月25日 

 

◎新潟県告示第87号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事 泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 大潟高柳線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

上越市吉川区下町字角畑 912 番１から 

 

同市吉川区東鳥越747番まで 

 

新 

 

8.0～17.1メートル 

 

399.1メートル 

 

旧 

 

6.0～18.0メートル 

 

399.5メートル 

 

◎新潟県告示第88号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事 泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   大潟高柳線 

２ 供用開始の区間 

  上越市吉川区下町字角畑912番１から同市吉川区東鳥越747番まで 

３ 供用開始の期日  平成25年１月25日 

 

◎新潟県告示第89号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。 

なお、関係図面は、新潟県土木部砂防課及び十日町地域振興局において縦覧に供する。 
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平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 区域の名称 

関根急傾斜地崩壊危険区域 

２ 区域の表示 

 次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から17号までを順次結んだ線及び標柱17号と１号を結んだ線に囲ま

れた区域 

  十日町市八箇 

   甲666番       １号から３号 

   甲632番       ４号から６号 

   甲661番       ７号 

   甲678番       ８号から９号 

   甲677番       10号 

   甲673番１      11号 

   甲672番１      12号 

   甲671番１      13号 

   甲670番       14号から16号 

   甲667番       17号 

 

◎新潟県告示第90号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。 

なお、関係図面は、新潟県土木部砂防課及び十日町地域振興局において縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 区域の名称 

川治急傾斜地崩壊危険区域 

２ 区域の表示 

 次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から16号までを順次結んだ線及び標柱16号と１号を結んだ線に囲ま

れた区域 

  十日町市川治 

   3561番      １号 

   3561番地先水路敷 ２号 

   3559番２     ３号 

   3556番２     ４号 

   3555番      ５号 

   3519番１     ６号 

   3519番２     ７号 

   3530番      ８号及び９号 

   3365番      10号 

   3363番      11号 

   3362番１     12号 

   3358番      13号 

   3360番３     14号 

   3560番４     15号及び16号 

 

◎新潟県告示第91号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成19年８月31日新潟県告示第1700号）を次のとおり解除する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

本町地区 
十日町市本町1丁目上・山

本町5丁目 
次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

城ノ下地区 十日町市山本町2丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

天水越地区 十日町市天水越 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

ほうぞう沢地区 十日町市中条峠・中条梅沢 次の図のとおり 土石流 

しっぴつ川地区 
十日町市下町・中条島・中

条峠・中条新田 
次の図のとおり 土石流 

滝の下沢地区 十日町市背戸 次の図のとおり 土石流 

三桶沢地区 十日町市下川手 次の図のとおり 土石流 

猪之名川地区 十日町市上川手 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第92号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

学校町西地区 十日町市辰甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

愛宕沢川地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

晒川地区 十日町市八箇 次の図のとおり 土石流 

池沢地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

池沢支流地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

中条島(1)地区 十日町市中条島 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

下町(2)地区 十日町市中条下町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

下町(3)地区 十日町市中条下町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

中町地区 十日町市中条中町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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本町地区 
十日町市本町1丁目上・山

本町5丁目 
次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

城ノ下地区 十日町市山本町2丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

中沢川地区 十日町市本町1丁目上 次の図のとおり 土石流 

神楽沢地区 十日町市本町1丁目上 次の図のとおり 土石流 

頭無沢地区 
十日町市山本・山本町5丁

目 
次の図のとおり 土石流 

中ノ沢川地区 
十日町市山本・山本町5丁

目 
次の図のとおり 土石流 

中ノ沢川近傍地区 十日町市山本 次の図のとおり 土石流 

関根(1)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

関根(2)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

関根(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

山本(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

浅之平地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

鍋沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

とっぴ沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

願入沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

沢入沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

下笹之沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

下笹之沢近傍地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

関根地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 地すべり 

笹之沢(1)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

笹之沢(2)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

笹之沢(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八箇丙地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

上笹之沢地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 土石流 

ござん沢地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 土石流 
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大沢地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 土石流 

上笹之沢近傍地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 土石流 

池之平地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

落之水地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芳ヶ沢地区 十日町市八箇戊 次の図のとおり 土石流 

芳ヶ沢近傍地区 十日町市八箇戊 次の図のとおり 土石流 

落之水地区 十日町市八箇 次の図のとおり 地すべり 

池之平(1)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(2)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(3)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(4)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

長里地区 十日町市八箇丁 次の図のとおり 地すべり 

孕石地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(1)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(2)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(3)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(4)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

いかみ沢地区 十日町市八箇辛 次の図のとおり 土石流 

いかみ沢近傍地区 十日町市八箇辛 次の図のとおり 土石流 

椌木地区 十日町市八箇 次の図のとおり 地すべり 

稲子平地区 十日町市八箇辛 次の図のとおり 地すべり 

長里地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之尻地区 十日町市伊達丁 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之尻沢地区 十日町市伊達丁 次の図のとおり 土石流 

当間(1)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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当間(2)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

当間(3)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

当間(4)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

袖川地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 土石流 

南当間地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 地すべり 

当間(1)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 地すべり 

当間(2)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 地すべり 

天池地区 十日町市伊達乙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

牛ヶ首沢地区 十日町市伊達乙 次の図のとおり 土石流 

細尾地区 十日町市伊達丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

細尾1地区 十日町市伊達丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

細尾2地区 十日町市伊達丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

漆島地区 十日町市伊達戊 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

漆島沢地区 十日町市伊達戊 次の図のとおり 土石流 

源田地区 十日町市伊達己 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池沢地区 十日町市伊達己 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池沢地区 十日町市伊達己 次の図のとおり 地すべり 

野中1地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

野中2地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

野中(1)地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 地すべり 

野中(2)地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 地すべり 

天水越地区 十日町市松之山天水越 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

ほうぞう沢地区 十日町市中条峠・中条梅沢 次の図のとおり 土石流 

しっぴつ川地区 
十日町市中条下町・中条峠

・中条新田 
次の図のとおり 土石流 

滝の下沢地区 十日町市中条背戸 次の図のとおり 土石流 
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三桶沢地区 
十日町市松之山三桶下川

手 
次の図のとおり 土石流 

猪之名川地区 
十日町市松之山猪之名上

川手 
次の図のとおり 土石流 

原田(1)地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原田(2)地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

原田(3)地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

根深地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

鴻島川地区 十日町市野口 次の図のとおり 土石流 

原田地区 十日町市野口 次の図のとおり 地すべり 

元町地区 十日町市上野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

元町(2)地区 十日町市上野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

浄土川地区 十日町市上野 次の図のとおり 土石流 

野口地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第93号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 十日町地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自然

現象により建築物に作用

すると想定される衝撃に

関する事項 

土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

学校町西地区 十日町市辰甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

愛宕沢川地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

晒川地区 十日町市八箇 次の図のとおり 土石流 

池沢地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

池沢支流地区 十日町市学校町1丁目 次の図のとおり 土石流 

下町(2)地区 十日町市中条下町 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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本町地区 
十日町市本町1丁目上・山

本町5丁目 
次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

城ノ下地区 十日町市山本町2丁目 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

神楽沢地区 十日町市本町1丁目上 次の図のとおり 土石流 

中ノ沢川近傍地区 十日町市山本 次の図のとおり 土石流 

関根(1)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

関根(2)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

関根(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

山本(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

浅之平地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

鍋沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

願入沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

沢入沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

下笹之沢地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 土石流 

笹之沢(1)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

笹之沢(2)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

笹之沢(3)地区 十日町市八箇甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

八箇丙地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

大沢地区 十日町市八箇丙 次の図のとおり 土石流 

池之平地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

落之水地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

芳ヶ沢近傍地区 十日町市八箇戊 次の図のとおり 土石流 

池之平(1)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(2)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(3)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之平(4)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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孕石地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(1)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(2)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(3)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

椌木(4)地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

いかみ沢地区 十日町市八箇辛 次の図のとおり 土石流 

長里地区 十日町市八箇 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之尻地区 十日町市伊達丁 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

池之尻沢地区 十日町市伊達丁 次の図のとおり 土石流 

当間(1)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

当間(2)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

当間(3)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

当間(4)地区 十日町市伊達辛 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

天池地区 十日町市伊達乙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

牛ヶ首沢地区 十日町市伊達乙 次の図のとおり 土石流 

細尾地区 十日町市伊達丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

細尾2地区 十日町市伊達丙 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

漆島地区 十日町市伊達戊 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

漆島沢地区 十日町市伊達戊 次の図のとおり 土石流 

池沢地区 十日町市伊達己 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

野中1地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

野中2地区 十日町市新宮甲 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

天水越地区 十日町市松之山天水越 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

猪之名川地区 
十日町市松之山猪之名上

川手 
次の図のとおり 土石流 

原田(2)地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 
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原田(3)地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

元町(2)地区 十日町市上野 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

野口地区 十日町市野口 次の図のとおり 急傾斜地の崩壊 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部に備え置いて縦

覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第94号 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第103条第３項の規定により、十日町市長から、換地処分を行った旨

の届出があった。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

◎新潟県告示第95号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 上越都市計画公園（上越市決定） 

 ・名称 ２・２・15号 お馬出し公園 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

公   告 

林業種苗生産事業者講習会の開催について（公告） 

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第11条の規程により、平成24年度の林業種苗生産事業者講習会を次のとお

り開催する。 

平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 講習会の日時 

  平成25年2月25日(月) 午前10時から午後5時まで 

２ 講習会の場所 

  新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎1502会議室 

３ 講習会の対象者 

  新潟県内に住所を有し、林業種苗生産事業を行おうとする者、並びにその生産事業に従事している者及び従

事しようとする者 

４ 受講手続 

  新潟県林業種苗法施行細則(昭和45年新潟県規則第117号)に定める受講申込書に受講手数料(新潟県収入証

紙14,000円)を添付し、住所地を所管する県地域振興局農林(水産)振興部及び新潟地域振興局津川地区振興

事務所の林業振興課に平成25年2月15日までに提出すること。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条第１項の規定により、漁業実習船「海洋丸」及び「くびき」に係

る損害保険及び賠償責任保険契約について、次のとおり一般競争入札を行う。 
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平成25年１月25日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

⑴ 案件の名称 

  漁業実習船「海洋丸」及び「くびき」に係る損害保険及び賠償責任保険契約 

⑵ 案件の仕様 

  入札説明書による。 

⑶ 契約期間 

 ア 海洋丸 平成25年３月14日から１年間 

 イ くびき 平成25年３月24日から１年間 

２ 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問い合わせ 

⑴ 交付期間 平成25年１月25日（金）から平成25年２月１日（金）まで（新潟県の休日を定める条例（平 

       成元年新潟県条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く｡) の各日の午前９時から 

       午後５時15分まで。 

⑵ 交付場所 新潟県教育庁財務課施設係（新潟県新潟市中央区新光町４番地１） 

⑶ 問合せ  入札説明書による。 

３ 入札執行の日時及び場所 

⑴ 日時 平成25年２月18日（月）午後１時30分 

⑵ 場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

     新潟県庁入札室 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

 本件入札に参加する者は、一の個人又は法人であって、次に掲げる要件をすべて満たしている者でなけれ 

ばならない。  

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定のいずれにも該当しない者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条第１項の規定による再生手続開始の申立をしている者又は 

  同条第２項の規定に基づく再生手続開始の申立をされている者。 

  イ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条第１項の規定による更生手続き開始の申立をしている者 

   又は同条第２項の規定に基づく再生手続開始の申立をされている者。 

⑶ 新潟県の県税の納付義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないものであること。 

⑷ 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者 

 と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

⑸ 本件入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。 

⑹ ５に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有する 

 ことについて、新潟県知事から確認を受けている者であること。 

⑺ 「海洋丸」のトン数（299トン）階層区分以上の船舶で当該保険の契約実績があり、その証明を行えること。 

５ 本件入札に係る参加資格の確認 

 本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟 

県知事から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。 

 この場合において、次に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認められな 

かった者は、入札に参加することができない。 

 ⑴ 競争入札参加資格確認申請書等の提出 

 ア 提出期間 平成25年２月６日（水）午前９時から午後５時15分まで。 

 イ 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

        新潟県教育庁財務課施設係 

 ウ 提出方法 本人（法人にあっては代表権を有する者。以下同じ｡) 又は代理人の持参とする。 

 エ 提出書類 入札説明書による。 

⑵ 参加資格の確認結果の通知 

  本件入札に係る参加資格の確認結果については、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に、それ 

 ぞれ書面で通知するので、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、次に定めるところにより確認 

 結果通知書の交付を受けること。 
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 ア 日時 平成25年２月12日（火）午後１時30分から午後４時30分まで 

 イ 場所 ⑴イに定める場所 

６ 入札手続等 

⑴ 入札の方法 

  次のいずれかの方法によること。 

 ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書を持参すること。ただし、代理人が持参する場合 

  は、委任状を併せて持参すること。 

 イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、５⑴イに定める提出場所をあて先とした配達証明付きの書簡 

  郵便（封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に１⑴の案件の名称及び３⑴に 

  定める入札執行日時を記載したものに限る｡) をもって３⑴に定める日の前日の午後５時15分までに到着 

   するよう郵送すること。 

⑵ 入札書の名義 

  本人（入札書を入札執行時に持参する場合は、本人又は代理人）に限る。 

⑶ 入札書の記載 

 ア 使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く｡) 及び日本国通貨とする。 

 イ 落札決定に当たっては、契約希望本体金額（消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事 

  業者であるかを問わず、自己の見積もった契約希望金額に 105分の 100を乗じて得た金額（当該金額に１ 

  円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額｡) 以下同じ｡) に 100分の５に相当する金 

  額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で 

  あるか免税事業者であるかを問わず、契約希望本体金額を入札書に記載すること。 

⑷ 落札者の決定 

  入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち、最低の価格をもって有効な入札を  

 行った者を落札者とする。その他入札説明書による。 

７ 無効入札 

 次に掲げる入札のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者又は競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを 

 提出した者が行った入札 

⑵ 入札に参加する条件に違反した入札 

⑶ 新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という｡) 第62条第１項各号に掲げる入 

 札 

⑷ 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められる 

 入札 

８ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金 

  契約希望本体金額に、100分の５に相当する金額を加算した金額の 100分の５に相当する金額以上の金額 

 とする。ただし、財務規則第43条第１号に該当する場合は、免除する。 

  なお、複数の方法による保証は認めない。 

⑵ 契約保証金 

  契約金額の 100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、財務規則第44条第１号又は第３号に 

 該当する場合は、免除する。 

  なお、複数の方法による保証は認めない。 

９ その他 

⑴ 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い 

 ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。 

 ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。 

 エ 提出された競争入札参加資格確認申請書等に記載されている内容については、本件入札に限るものと 

  し、他に使用しない。 

⑵ その他 

 ア 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語（名義に関する記載部分を除く｡) 及び日本国通 

  貨とする。 
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 イ 契約の停止等 

   本件入札に関し、苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

 ウ その他詳細は、入札説明書による。 

 エ この広告に定めるもののほか、本件の入札及び契約の内容に関しては、財務規則その他新潟県知事の 

  定める規則、日本国の関係法令の定めるところによる。 

 

教育委員会規則 
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

平成25年１月25日 

新潟県教育委員会 

   委員長  栗 田  修 行 

新潟県教育委員会規則第２号 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

第１条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則（昭和43年新潟県 

教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 
  

（目的） 

第１条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（昭和33年新潟県条例第12号。以下「条例」とい

う｡)第５条の規定に基づき、条例第１条に規定す

る学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学

校医等」という｡)の災害補償に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（災害の報告） 

第２条 学校長は、その所属の学校医等に公務に基

づくと認められる死傷病が発生した場合は、次の

各号に掲げる事項を記載した書面により、教育委

員会に速やかに報告しなければならない。 

(1) ～(7) （略） 

 

 

（認定及び通知） 

第３条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、

その災害が公務上のものであるかどうかの認定を

行い、公務上のものであると認定したときは、速

やかに補償を受けるべき者に別記第１号様式によ

り条例第２条の規定による通知をしなければなら

ない。 

 

（補償請求の方法） 

第５条 補償（現に受けている補償の額の変更を含

む。以下同じ｡)を受けようとする者は、受けよ

うとする補償の種類に応じ次の各号に定め

る請求書を所属学校（学校医等が死亡し、又は離

職した場合においてはその死亡又は離職の直前に

勤務した学校）を経由して教育委員会に提出しな

ければならない。 

(1) ～(15) （略） 

 

第７条 条例第３条の規定により、その例によるこ

ととされている公立学校の学校医、学校歯科医及

（目的） 

第１条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（昭和33年新潟県条例第12号。以下「条例」とい

う｡)第６条の規定に基づき、条例第１条に規定す

る学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学

校医等」という｡)の災害補償に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（災害の報告） 

第２条 学校長は、その所属の学校医等に公務に基

づくと認められる死傷病が発生した場合は、次の

各号に掲げる事項を記載した書面により、条例第

２条に定める実施機関（以下「実施機関」という｡)

に速やかに報告しなければならない。 

(1) ～(7) （略） 

 

（認定及び通知） 

第３条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、

その災害が公務上のものであるかどうかの認定を

行い、公務上のものであると認定したときは、速

やかに補償を受けるべき者に別記第１号様式によ

り条例第３条の規定による通知をしなければなら

ない。 

 

（補償請求の方法） 

第５条 補償（現に受けている補償の額の変更を含

む。以下同じ｡)を受けようとする者は、受けよう

とする補償の種類に応じ次の各号に定める請求書

を所属学校（学校医等が死亡し、又は離職した場

合においてはその死亡又は離職の直前に勤務した

学校）を経由して実施機関に提出しなければなら

ない。 

(1) ～(15) （略） 

 

第７条 条例第４条の規定により、その例によるこ

ととされている公立学校の学校医、学校歯科医及



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

21 

び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

（昭和32年政令第283号。以下「政令」という｡)

第11条第１項及び第２項の規定による遺族補償年

金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する

者は、別記第16号様式又は別記第17号様式による

申請書（遺族補償年金の支給の停止の解除を申請

する場合にあつてはこれらの申請書及び年金証

書）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は前項の規定による申請に基づき遺

族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除

をしたときは当該申請を行った者に速やかに書面

でその旨を通知しなければならない。 

 

（年金証書） 

第８条 教育委員会は傷病補償年金、障害補償年金

又は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という｡)

の支給に関する通知をするときは、当該補償を受

けるべき者に対し、併せて別記第18号様式による

年金証書を交付しなければならない。 

２ 教育委員会は既に交付した年金証書の記載事項

を変更する必要が生じた場合は当該証書と引換え

に新たな証書を交付しなければならない。 

３ 教育委員会は必要があると認めるときは、年金

証書の提出又は提示を求めることができる。 

 

第９条 年金証書の交付を受けた者がその証書を亡

失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求

書に亡失の理由を明らかにすることができる書類、

又は損傷した証書を添えて証書の再交付を教育委

員会に請求することができる。 

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後におい

て亡失した証書を発見したときは、速やかにこれ

を教育委員会に返納しなければならない。 

 

（遺族補償年金の請求の代表者） 

第10条 （略） 

２ 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項

の規定により代表者を選任し、又はその代表者を

解任したときは速やかに書面でその旨を教育委員

会に届け出なければならない。この場合には、併

せてその代表者を選任し、又は解任したことを証

明することができる書類を提出しなければならな

い。 

 

（記録簿） 

第11条 教育委員会は、学校医等災害補償記録簿

（別記第19号様式）及び年金記録簿（別記第20

号様式）を備え必要な事項を記入しなければなら

ない。 

 

（定期報告） 

び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

（昭和32年政令第283号。以下「政令」という｡)

第11条第１項及び第２項の規定による遺族補償年

金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する

者は、別記第16号様式又は別記第17号様式による

申請書（遺族補償年金の支給の停止の解除を申請

する場合にあつてはこれらの申請書及び年金証書）

を実施機関に提出しなければならない。 

２ 実施機関は前項の規定による申請に基づき遺族

補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除をし

たときは当該申請を行った者に速やかに書面でそ

の旨を通知しなければならない。 

 

（年金証書） 

第８条 実施機関は傷病補償年金、障害補償年金又

は遺族補償年金（以下「年金たる補償」という｡)

の支給に関する通知をするときは、当該補償を受

けるべき者に対し、併せて別記第18号様式による

年金証書を交付しなければならない。 

２ 実施機関は既に交付した年金証書の記載事項を

変更する必要が生じた場合は当該証書と引換えに

新たな証書を交付しなければならない。 

３ 実施機関は必要があると認めるときは、年金証

書の提出又は提示を求めることができる。 

 

第９条 年金証書の交付を受けた者がその証書を亡

失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求

書に亡失の理由を明らかにすることができる書類、

又は損傷した証書を添えて証書の再交付を実施機

関に請求することができる。 

２ 年金証書の再交付を受けた者は、その後におい

て亡失した証書を発見したときは、速やかにこれ

を実施機関に返納しなければならない。 

 

（遺族補償年金の請求の代表者） 

第10条 （略） 

２ 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項

の規定により代表者を選任し、又はその代表者を

解任したときは速やかに書面でその旨を実施機関

に届け出なければならない。この場合には、併せ

てその代表者を選任し、又は解任したことを証明

することができる書類を提出しなければならない。 

 

 

（記録簿） 

第11条 実施機関は、学校医等災害補償記録簿（別

記第19号様式）及び年金記録簿（別記第20号様式）

を備え必要な事項を記入しなければならない。 

 

 

（定期報告） 
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第２条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を次のよう

に改正する。 

  別記第１号様式、第２号様式、第３号様式、第４号様式、第５号様式、第６号様式、第７号様式、第８号様 

 式、第９号様式、第10号様式、第10号様式の２、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14号様式、第15号 

 様式、第16号様式、第17号様式、第18号様式、第21号様式、第22号様式及び第23号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年１回２月

１日から同月末日までの間に別記第21号様式、別

記第22号様式又は別記第23号様式により、傷病若

しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算

定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育

委員会に提出しなければならない。ただし、教育

委員会があらかじめ、その必要がないと認めて通

知した場合は、この限りでない。 

 

（届出） 

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲

げる場合には速やかにその旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

(1) ～(3) （略） 

２ 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合に

は、その者の遺族は遅滞なくその旨を教育委員会

に届け出なければならない。 

３ 前２項の届け出を有する場合には、その事実を

証明することができる書類その他資料を教育委員

会に提出しなければならない。 

 

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年１回２月

１日から同月末日までの間に別記第21号様式、別

記第22号様式又は別記第23号様式により、傷病若

しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算

定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施

機関に提出しなければならない。ただし、実施機

関があらかじめ、その必要がないと認めて通知し

た場合は、この限りでない。 

 

（届出） 

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲

げる場合には速やかにその旨を実施機関に届け出

なければならない。 

(1) ～(3) （略）  

２ 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合に

は、その者の遺族は遅滞なくその旨を実施機関に

届け出なければならない。 

３ 前２項の届け出を有する場合には、その事実を

証明することができる書類その他資料を実施機関

に提出しなければならない。 

  



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

23 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

24 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

25 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

26 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

27 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

28 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

29 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

30 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

31 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

32 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

33 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

34 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

35 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

36 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

37 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

38 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

39 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

40 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

41 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

42 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

43 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

44 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

45 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

46 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

47 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

48 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

49 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

50 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

51 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

52 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

53 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

54 

 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

55 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

56 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

57 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

58 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

59 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

60 

 



第７号 新  潟  県  報 平成25年１月25日(金) 

61 

 



平成25年１月25日(金) 新  潟  県  報 第７号 

62 

 

 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

 


	主　　要　　目　　次
	告　　　示
	◎新潟県告示第73号
	◎新潟県告示第74号
	◎新潟県告示第75号
	◎新潟県告示第76号
	◎新潟県告示第77号
	◎新潟県告示第78号
	◎新潟県告示第79号
	◎新潟県告示第80号
	◎新潟県告示第81号
	◎新潟県告示第82号
	◎新潟県告示第83号
	◎新潟県告示第84号
	◎新潟県告示第85号
	◎新潟県告示第86号
	◎新潟県告示第87号
	◎新潟県告示第88号
	◎新潟県告示第89号
	◎新潟県告示第90号
	◎新潟県告示第91号
	◎新潟県告示第92号
	◎新潟県告示第93号
	◎新潟県告示第94号
	◎新潟県告示第95号

	公　　　告
	林業種苗生産事業者講習会の開催について（公告）
	一般競争入札の実施について（公告）

	教育委員会規則
	新潟県教育委員会規則第２号
	公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則


